
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金 利 優 遇 条 件 優遇金利 

(1)「中小会計要領」を会計ルールとして採用し、以下の条件が満たされているお客様 
・No.1～No.14 は原則、全項目＝「Ｙｅｓ」、「Ｎ o」の場合は所見欄が記載のある事 
・No.15「すべての取引につき正規の簿記の原則に従って記帳が行われ、適時に、整然かつ明瞭に、正確かつ網羅
的に会計帳簿が作成されているか」＝「Ｙｅｓ」 

※「中小企業の会計に関する基本要領」の適用に関するチェックリスト（写）を添付 

▲０．３％ 

(2)申告書に「申告書の適正性」を表明するＴＫＣ税理士書面の貼付のあるお客様 
※税理士法第 33 条の 2 第 1 項に規定する添付書面（写）を添付 

▲０．３％ 

(3)記帳適時性証明書資料１において、月次決算・年次決算の「◎」が合計３０個以上

のお客様 
▲０．２％ 

(4)ｅ－ＴＡＸの振替口座を当金庫に指定しているお客様 ▲０．２％ 

 
釧路信用金庫「ＴＫＣサポート・マッチングローン」の商品概要 

■ご利用いただける方 

当金庫の融資条件を満たし、以下の要件に該当する法人および個人事業主の方 
１．経営革新等支援機関に認定されているＴＫＣ全国会の会員税理士の月次巡回監査を受けている事業者 

２．「ＴＫＣ継続ＭＡＳシステム」を利用し、経営計画を策定している事業者 
３．北海道信用保証協会の保証承認が得られる事業者 

■資金のお使いみち 運転資金および事業資金（運転・設備併用も可） 

■ご融資金額 １企業５，０００万円以内 

■ご融資期間 
１年以上７年以内（ただし運転資金は５年以内、設備資金は７年以内） 
※設備資金および運転設備併用の場合のみ据置期間６ヶ月以内 

■ご融資利率 

変動金利のみの取扱いとします。 
●変動金利 年 2.2%（当金庫基準金利－0.2%） 
①お借入後の利率の見直しは、基準金利（当金庫短期プライムレートに連動して決定される当金庫所定の金利）の変更に

伴い、随時その変更幅と同じ幅で引き下げまたは引き上げられます。 
②変更後のご融資利率の適用開始日は、変更月の翌月の約定返済日の翌日を適用開始日とし、翌月から新利率による返済
が始まるものとします。 

■ご返済方法 毎月元金均等返済 

■担保・保証人 北海道信用保証協会の定めによります。 

■保証料 
北海道信用保証協会が定めた保証料をお支払いいただきます。 

繰上完済した場合、保証料が一部返戻される場合があります。 

■ご提出書類 

＜お申し込み時＞ 

１．認定通知書（写） 
２．記帳適時性証明書（写） 
３．ＴＫＣ継続ＭＡＳシステムに基づく経営革新計画書または経営改善計画書 

■手数料 
＜ご融資後＞ 

ご融資条件を変更される場合、条件変更手数料 5,500 円（消費税込）がかかります。 
期限前に全額返済及び一部返済を行う場合、該当返済元金に対し 0.55％の割合で手数料がかかります。 

■その他 

ご融資にあたっては、当金庫および信用保証協会の審査があります。 

ご利用いただける条件を満たしていても、ご希望にそえない場合もありますので、予めご了承下さい。 
現在のご融資利率、ご返済額の試算、担保・保証人、保証料等、詳しくは当金庫本支店窓口へお問い合わせ下さい。 

 

令和 3 年 9月 1 日現在 

ご融資額 

最高５，０００万円以内 

 

ご融資期間 

運転資金５年以内  設備資金７年以内 

ご融資利率  変動金利 年２．２％ 
下記「金利優遇条件」に基づき、上記金利より最大年１．０％引下げします。 


